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はじめに

日本には，１９６２年に大蔵省企業会計審議会によって制定された「原価計算基準」がある。他方，

米国には，１９７０年から１９８０年までに会計検査院の設立になる原価計算基準審議会（Cost Accounting

Standards Board ; CASB）１によって制定された原価計算基準（cost accounting standards ; CAS）

１がある。いずれも同じ“原価計算基準”という表現が用いられている。現在ではいずれも時代の

表舞台からは退いているかに見える。しかし，両基準はいまでもその社会規範としての意義を全く

失っているわけではないことで，共通の類似点が見られる。

本稿は，アメリカの原価基準審議会によって制定された原価計算基準の現代的な意義と役割，歴

史的変遷，「原価計算基準」１との関係，および国防連邦調達規則－補足（Defense Federal Acquisition

Regulation -Supplement ; DFARS）・防衛省の訓令との関係を考察することを目的としている。

１ CASBによる CASBの現代的意義

アメリカの連邦政府との国防契約の締結を意図している契約業者は，CASBによって制定された

CASに準拠して原価計算を実施することが要請されている２。日本にも１９６２年に大蔵省企業会計審

議会によって制定された「原価計算基準」があるが，その目的は企業が財務諸表の作成と経営管理

*専修大学名誉教授
１ 以下，本稿では，米国の原価計算基準は，日本の「原価計算基準」と区別するために，カッコを外して，原価

計算基準とするか，略称の CASと表現する。日本の原価計算基準は，慣例に従って「原価計算基準」と表現
する。
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を目的３として制定された点において，日米いずれも同じく，国が設立した審議会によって制定さ

れた原価計算基準であるといっても，米国の契約価格算定のための原価計算基準である CASと，

財務諸表の作成と経営管理を主目的として制定された日本の「原価計算基準」とは，その目的が全

く異なっている。

契約原価算定のための審議会（CASB）は，現在では，当初おかれていた会計検査院から，連邦

調達政策室（Office of Federal Procurement Policy ; OFPP４）の一機能として位置づけられている。

CASBは独立の法令（４１U.S.C.１５０１et seq. 以前は４１U.S.C.４２２）に基づいて設立された審議会で

ある。CASBには，CASとその解釈（アメリカ合衆国との契約で原価の測定，割当て５，配賦方法

の原価計算実務の統一性と継続性）を制定，公布，修正する権限が与えられた。

審議会の構成員は５名からなる。会長は OFPP長官，そのうち４名は政府契約原価計算に経験

のある委員からなる。委員の４名のうち２人が連邦政府国防総省（U.S. Department of Defense ;

DoD６）と米連邦政府一般調達局（General Services Administration ; GSA），１人が産業界，あと

１人が会計専門家である。

CASBの基準は，連邦規則集（the code of Federal Regulations ; CFR）第９９章の４８CFR７で法制

化されている。当審議会によって制定された基準には，すべての行政機関と契約者・協力会社が原

価を見積，収集，報告するうえで従わなければならない。CASが適用される金額は，２０１２年現在

［Rosen, ２０１２, p．７］８では，�５，０００万ドル以上の単一の契約落札額か，�先の原価計算期間中に正
味の原価計算でカバーされている落札額５，０００万ドル以上の契約業者のビジネス・ユニットに，CAS

の全面適用のいずれかが適用される。

CASBの CASは，アメリカ合衆国とのすべての交渉に携わる主契約者，下請調達での価格決定，

管理および紛争の解決に役立てられる。

関連規定との関係であるが，DoDには１９４９年に制定された国防品調達規則（Armed Services Pro-

curement Regulations ; ASPR）があったが，会計原則との関係が曖昧であることや，規定自体にも

曖昧さがあることなどで，その役割を CASBに譲り渡すことになる。CASBは１９７２年には非国防品

２ アメリカには，日本の「原価計算基準」に対応する基準は存在しない。日本のそれと類似の基準は，アメリ
カ会計学会が制定した「原価概念および基準委員会報告書」（１９５１），「経営管理目的のための報告書の基礎を
なす原価概念」（１９５５）がある。日本の「原価計算基準」の制定に当たっても参考にされた文献である。しか
し，日本の「原価計算基準」は基本的にはドイツの原価計算の概念が基礎になっている。青木・櫻井［１９８１，
pp．８１―１４５］を参照されたい。

３「原価計算基準」では，原価計算の目的を，�財務諸表の作成，�原価管理，�予算管理，�個別計画の策定
（業務的意思決定），�基本計画の策定（戦略的意思決定）にあるとしている。
４ OFPP（Office of Federal Procurement Policy；連邦調達政策室）は，行政管理予算局（Office of Management

and Budget ; OMB）の組織の１つである。
５ 本稿では，assignmentを（原価の）割当てと訳出する。なお，chargeは（直接費の）賦課，allocationは（間
接費の）配賦である。

６ 本稿では，従来の呼称である国防総省ではなく国防省に，また，省略語は DODではなく DoDと表現した。
最近の防衛関係者では DoDが一般的だからである。なお，同じ国防省と表現しても，英国国防省ではMOD
（Ministry of Defense ; MOD）であるが，米国では Department of Defenseで，省略語は DOD，DoDの両者
が使われている。

７ CFR Title４８Chapter９９．
８ 幾つかの文献を並べてみると，文献によって，金額が異なることがハッキリしてきた。恐らくは年度によっ
て異なるのであろう。以上から，原典に当たって調べてみた。�CASの全面適用と，�CASの修正適用があ
るが，本文は�のケースである。タイトルは，Cost Accounting Standards，９９０３．２０１．２０１−２Types of CAS cov-
erage. である。
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にも適用されることになるが，やがてアメリカ連邦調達規則（Federal Acquisition Regulation ; FAR）

が連邦調達機関の調達を統一した方針と手続きを目的とした規則として制定されるに及び，CASB

の CASが果たすべき役割は限定的なものになった［櫻井（b），２０１５，pp．５９―７６］。CASBの CAS

と FARとの関係は，明確な形で FARの PART３０（Cost Accounting Standards Administration）に

おいて規定されている。FARの内容については，別稿［櫻井（c），２０１５，pp．３８―５８］を参照され

たい。

２ CASBの CASの目的と契約原価算定

契約原価を算定するためには，原価見積を基礎にした原価算定の基準が必要となる。なぜ見積原

価を基礎にした原価算定の基準が必要になるのか。その理由は，原価見積と原価計算の概念および

原価計算制度は，政府契約に関して発生する原価を効果的に予測，集計，報告するための基礎とし

て役立つからである。換言すれば，見積原価は，製品と用役，システムあるいはソリューションに

関連して発生する将来の費用を予測する上で重要な情報源だからである。

CASBによって制定された CASは，アメリカ連邦政府が１９６０年代のベトナム戦争で膨大な額に

達した国家予算を適切に管理することを主目的として，１９７２年から１９８０年にかけて制定された。そ

の目的は，国防契約者の原価測定プロセスの統一性と一貫性を高めることにあった。それだけの重

要性があったにも関わらず，CASBは１９８０年以降には新たに基準を制定していていない。それはな

ぜか。CASに代わる基準には現在何が用いられているのか。このような問題意識の下で，次項で

はエーベル［Abel，２００６，pp．４６―５１］を参考にして，CASBの目的や歴史的意義，および日本の「原

価計算基準」との関係を探ることにした。では，アメリカ政府が CASを制定するに至ったのはな

ぜか。その理由は，米国連邦政府が高いリスクが含まれる契約を締結するとき，作業の開始に先立っ

て必要かつ十分な条件を設けることは非常に困難であるから，固定価格に基づく価格協定を結ぶこ

とは適切ではない。そこで，原価補償に基づく契約が必要になる。原価補償契約のもとでの政府の

基本的な義務は，作業の遂行によって生じる特定の原価を契約業者に補償することである。

CASBの CASは，アメリカ政府とその契約業者にとって大きな意義をもつだけではなく，日本

の原価計算理論と実務，契約価格設定のための基準として，日本政府とその契約業者にとっても重

要な役割が期待されるものとして位置づけられてきた［櫻井，１９８０，pp．１―７４］。１９７０年代の後半，

筆者が防衛省に CASBの CASの動向を示唆してから既に４０年前後の年月を経た。今後，日本政府

との国防整備品の契約業者がアメリカの業者と共同開発を行う際には，企業は参考とすべきこの

CASをしっかりと学習しておく必要がある。また同時に，CASを有効に活用するためには，CASB

の役割とその歴史的変遷を研究しておく必要がある。

３ CASBの役割とその歴史的変遷

１９６０年代の後半には，国防契約業者とその会計実践には厳しいチェックがなされていた。当時の

会計検査院（General Accounting Office ; GAO）は積極的に国防契約業者の実務を調査し，ヒヤリ

ングを行った。カリスマ的な人物であったリッコーバー海軍大将９が積極的にこの問題に取り組み，

契約業者の原価計算の急進的な改革に取り組んだ。リッコーバーとその同調者たちは，当時の状況
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を打開するには何らかの形での統一原価計算制度を導入する必要があると考えた。リッコーバーは，

下院と上院の共同経済委員会の委員長プロクシマイアー氏や米国下院業務活動委員会のメンバーで

あったブルックス氏と組んで，議会に CASB設置の議案を提出した。議会はこの課題を探求する

ために，GAOに統一原価計算の問題のフィージビリティ・スタディを要請した。その要請に応え

て発表されたのが，Report on the Feasibility of Applying Uniform Cost Accounting to Negotiated De-

fense Contracts「交渉国防契約に対する統一原価計算の実施可能性に関する研究報告書」であった。

この報告書において，GAOは，１９６０年代において原価を予測・集計・報告するために契約業者

によって一般的に用いられてきた数多くの許容できない原価計算実務を明らかにした。その理由は，

同様の状況のもとで発生した原価であっても，あるときには直接費，別のときには間接費として扱

われるなど，一貫性が見られなかったからである。加えて，契約業者による“二重計算”になるこ

ともあり，契約価格を高める原因にすらなっていた。そのような理由から，統一原価計算の制定が

望ましいという合意が醸成されていったのである。

かくして，原価測定において統一性と一貫性を高めるために統一原価計算の制定が必要であると

いう見解が固まってきた。しかし，統一原価計算を制定すべきだとする推進者の人々は，DoDが

基準制定の仕事を引き受けるとは思わなかった。このような理由から，これらの人々は独立の審議

会の設置を望んだ。

原価を予測し，集計し，報告するときに第１に必要になる基準は，一貫性であった。第２に必要

とされた基準は，契約業者の二重計算の排除であった。とくに重視されたのは，契約業者が原価計

算実務を変更するときの規制であった。審議会はまた，他の基準制定の機関，とりわけ財務会計基

準審議会（Financial Accounting Standards Board ; FASB）との関係を密にすることが必要であっ

た。

国防省契約監査庁１０（Defense Contract Audit Agency ; DCAA）は，審議会が基準設定に成功する

ことを期待した。DoD以外の官庁も表面上は新たに設置された審議会を支援した。一方，契約業

者の団体は当初，静観の態度を取った。しかし，このような態度は長続きしなかった。審議会が契

約業者の原価計算実務の変更に続く原価計算実務の開示と契約価格修正のといった問題に遭遇して

基準とその他の規則を発表し始めると，関係機関の態度は変化し始めた。政府との契約原価計算に

おいて，CASBとそのスタッフからより継続性，統一性，開示を求められるようになると，契約に

かかわる政府と契約業者の間で，意見が対立するようになった。また，キャッシュベースの会計へ

の要請１１については，一般に認められた会計原則（Generally Accepted Accounting Principles ;

GAAP）に従って財務会計目的のために用いられる財務会計基準と調整しようとするとき，CASB

が前提とする発生主義会計の概念とはうまくかみ合わないことも，DoDには次第に分かってきた。

契約業者は議会のロビー活動で CASBに敵意をむき出しにしてきた。その結果，DoDは審議会

９ Hyman George Rickover。アメリカ初の原子力潜水艦 Nautilus号を完成させた（１９５４年）人物。
１０ 設立は１９６７年。職員数は約４，０００人，うち，公認会計士が１，０００人以上を占めているという［防衛省調達制度
調達検討調査会，１９９８，pp．３―４．］。

１１ キャッシュフロー会計では，キャッシュは真実を表現する（cash is king；キャッシュは王様）が，会計上の
利益は opinion（意見，ないし操作可能）だとする見解が広く受け入れられている。たとえば，Copeland, et.al．
［１９９０］を参照されたい。キャッシュフロー会計ではキャッシュフローが，財務会計では発生主義会計に基づ
く期間損益計算が不可欠であるが，当時，契約価格算定のための原価はいずれの立場に立脚すべきか，といっ
た議論が起きたであろうことは，想像に難くない。
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とその基準が自らの調達方針を展開するための“権利”への不当な侵入者であるとする見解を取る

ようになった。その結果，１９８０年の秋に活動を停止するもやむなきに至った１２。とはいえ，審議会

が発布した基準と規則は現在でもそのまま活用され続けられてきた。結局のところ，審議会は包括

的な一連の基準を発布したのだから，その役割は十分に果たしたのだともいえる。

DoDは自らが CASワーキンググループを立ち上げて，CASに関連した各種のトピックスを盛り

込んだ Interim Guidance Papers「中間指針ペーパー」を発表した。１９８０年代の後半になると，とく

に契約業者は“現状”が満足できるものではないと認識していた。基準は依然として実効力をもっ

ていた。しかし，この頃となると CASBはもはや法的権限をもたなかったので，基準を改正した

り修正することができなかった。DoDはその権限を行使しようと試みたが，GAOを含めた他の利

害関係者が反対したため，その試みも成功しなかった。そこで，審議会を再生させようとする動き

が始まった。最終的には，審議会は古い審議会がそうであったように立法権のあるところではなく，

法律の執行機関におくべきだということで合意した。結果，新しい CASBは公法１００―６７９の法令上

の規定に従って，行政管理予算局の１つの機関である OFPPにおかれた。

新しい審議会は古い審議会のような影響力をもたなかった。古い審議会では１５から２０名の専門性

のあるスタッフがいたが，その後継組織はわずか４から５名の職員しか擁していなかった。アメリ

カ合衆国の会計検査院院長が古い審議会を率いていたが，そのことは CASBのミッションを支援

するために多くの異なる方法で GAOが相当多くの人的・物的資源を提供していることを意味して

いた。しかし，新しい審議会ではそのような支援を受けることができなくなった。GAOがおかれ

た会計指向の環境の必然的な結果１３として，調達を意識した集団よりも独立の会計基準設定の機関

として CASBの果たすべき役割を支援するようになっていった。そのことから，CASBによって公

布された基準が連邦調達プロセスを支配する FARの単なる付属物にすぎないと見做されるように

なった。

１９９０年代の初頭，審議会はいくつかの有用な貢献を果たした。その１つが，年金資産または負債

の予期せぬ変化から生じた契約原価に対して調整の扱いに関する指針を提供したことである。また，

合併または買収後の資産評価の問題を検討したし，長期の“原価計算実務における変化”について

の問題に対しても適切な解決策も提案した。それにもかかわらず，１９９０年代の終わりに近づくと審

議会の進捗状況は鈍化し，２００２年から２００３年までには審議会はほとんどその活動を停止してしまっ

た。

審議会はもはや連邦調達規制における真のプレイヤーであり続けてきてはいなかった。これは審

議会が喫緊の課題に適切かつタイムリーに対応できなかったからだとする議論がある。少なくとも

このような諸問題への対応が遅いという事態は，GAAPのように，制定法のもとで審議会が従わな

ければならない，やや煩雑なステップからなる公布のプロセスに起因する。しかしながら，手続き

上の阻害要因に加えて，CASBの連邦調達プロセスにおける CASの役割を定義づけたり審議会の

行く末を決定することに一連の OFPP行政官が躊躇すると思われ，審議会の積極的な活動と自己

１２ 議会が CASBに適切な資金の提供を停止したのは，１９８０年［Oyer,２０１１, p．１０７］のことである。
１３ GAOは日本語で会計検査院の略称である。歴史的には，１９２１年に政府機関の活動を監査し議会に報告する等
の任務を帯びて設立された。従来は General Accounting Officeと称されたが，２００４年に Government Account-
ability Officeと名称を変更した。Accountabilityには会計責任という意味があり，会計色が濃厚になったとい
うのも理解できる。
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主張の強さもまた弱まってきた。その頃になると，審議会は日々の活動の指針として使える全般的

なミッション・ステートメントも業務手続書も持っていなかった。当然の結果として，イニシアティ

ブをとって仕事をするというよりも，その活動は各種の外部からのプレッシャーを受けながら，外

部の要求に応じた仕事をするようになっていった。

審議会が積極的なプレイヤーでなくなってくると，審議会では積極的に解決しようとはしなかっ

たり，その意図はあっても解決できない課題に対して，連邦政府の諸機関が自己の方法で問題の解

決に乗り出し始めた。ただそれも断片的に CASを FARの原価原則に結合させたり，特定の契約者

の特定の問題に対して解決策を提供することでしかなかった。

過去３０年以上にわたる審議会の歴史を翻ってみると，なぜ審議会の活動が停止させられたのか？

という疑問と，高い期待と積極的で包括的なプログラムで１９７０年代の初頭に始まった審議会が，な

ぜ実質的に約３０年にわたる活動を消滅せざるを得なかったのかといった疑問が湧きあがってくる。

その理由を一言で表現すれば，CASBは１９７０年代にはアメリカで不可欠の基準であったが，１９８０年

代以降の時代の変化に対応しきれなかったからだということができよう１４。

４ 日本の「原価計算基準」と対比したCASBの CASの意義と特徴

本項では，CASBの CASとの対比で，日本の「原価計算基準」の意義を考察しよう。「原価計算

基準」は，１９６２年に大蔵省企業会計審議会によって制定された。「原価計算基準」は，たしかに１９６０

年代から１９７０年代初頭までのプロダクト型経済下における経済の発展には著しい貢献を果たした。

しかし，１９７０年代の経済のソフト化・サービス化や，１９９０年代以降のインタンジブルズ型経済１５［櫻

井，２０１４，pp．１―１０］の急速な発展には対応できていない。たとえば，現在，IT企業ではソフトウェ

ア原価計算が，サービス業や医療機関では原価計算が実施されるに至っているが，「原価計算基準」

ではこれらの課題に何ら対応できていない。加えて，国際財務報告基準（International Financial Re-

porting Standards ; IFRS）のマネジメント・アプローチ１６や，研究開発費の現代的な会計処理に対

応できない１７などといった問題点が明らかになってきた［櫻井，２０１４，pp．１―１０］。要するに，「原

価計算基準」は現在の経済・社会の下では，原価計算の社会規範にはなりえていない。

このようにみると，日本の「原価計算基準」もまた，その存在意義が薄れてきていることに，CASB

の CASと共通の特徴があることが明らかになる。しかし，CASBの CASには，日本の「原価計算

１４ 原価に利益を上乗せする原価補償契約ではなく，パフォーマンス基準を求める政府，契約業者，および納税
者の要望の高まりが大きく影響していると思われる。

１５ 現在の経済基盤は，プロダクト型，ソフト化・サービス型，ファイアンス型，インタンジブルズ型経済の混
合モデルであると評者は考えている。次の表を参照されたい。詳細は拙稿を参照。

時代区分 経済基盤の典型的経済モデル 主要な特徴
１９６０年代以降 プロダクト型経済 製造業の相対的縮小
１９７０年代以降 ソフト化・サービス型経済 IT 企業・サービス業
１９８０年代以降 ファイナンス型経済 デリバティブの増大
１９９０年代以降 インタンジブルズ型経済 無形財の増大傾向

（注）時代区分は「基準」制定（１９６２年）以降のもので，厳密な時代区分を求めたものではない。

１６「企業会計基準」第１７号「セグメント情報等に関する会計基準」（最終改定は２００９年）にも全く対応していない。
１７「原価計算基準」が制定された当時の研究開発費は資産計上が認められていたが，１９９８年以降，現在の会計基
準では即時費用化が原則である。
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基準」とは違ったいくつかの相違点が見られる。その主要な違いを整理すると，両者の相違点は次

の３点に見られる。

第１に，日本企業（上場企業）は，財務諸表作成と原価管理などの目的のために，「原価計算基

準」に準拠しなければならない。対して，CASでは契約価格の算定という目的に照らして，原価

が CASBの CASに準拠した許容原価であることが求められる。

第２に，日本の「原価計算基準」では非原価としては認定されなくても，契約原価の算定基準で

ある CASBの CASでは，許容原価として認定されるとは限らない。加えて，許容原価か非許容原

価かを決定した後，非許容原価を許容原価から区分する必要がある。それゆえ，今後，アメリカ政

府が主体となる防衛装備品の共同開発契約に参加する日本企業は，「原価計算基準」に準拠してい

るだけでなく，CASと FARに準拠しているかどうかの見極めも必要になる。

第３に，実践規範としての日本の「原価計算基準」とは違って，CASBの CASでは，ある原価

が許容原価であると決定されれば，FARに規定されている原価原則（cost principles）が，発生し

た原価をいかに配賦するかに関して詳細で具体的な指針を与える。具体的には，原価原則は発生し

た次の原価をいかに分類し記録するかに焦点を当てる。

・直接費１８（直接材料費，直接労務費，その他間接費）

・間接費（製造間接費，下請コスト）

・一般管理費（G&A費）

・フリンジ費用１９（ヘルスケア・ベネフィット，４０１K２０など）

CASBの CASでは，高いレベルで原価の合理性に焦点が当てられる。主要な原価の合理性に関

する考慮事項は，原価の性質，原価の金額，競争の範囲である。不確実な状況が生じたときには，

契約業者は真に合理的か否かを決定するために，「善管注意義務（Prudent Person Rule；すなわち，

正常な事業活動を行っているときに，慎重に管理している人間によって発生した）」を適用する。

適切な CASBによる原価計算制度をもつことは，アメリカ合衆国の契約業者と協力会社２１にとっ

て，下記の特徴ないし長所がある。もちろん，共同開発に当たる日本の契約業者にも，同様の長所

がある［Garrett,２０１０, pp．１１―１２］。

１ CAS，FARおよび契約の要件に準拠していることを保証する。

２ 直接費・間接費を含めて，実際原価のよりすぐれた理解を通じて，原価を効果的かつ効率的に

管理する。

３ 実際原価の，より信頼できるデータベースを通じて，予定原価をより正確に見積もることがで

きる。このことによって，類似の原価見積をもつことで次の原価見積にあたっての参考資料をも

提供する。

４ DCAAによって行われる原価計算制度の検閲と監査を成功裏にパスさせる。

１８「原価計算基準」には，直接経費として，外注加工賃がおかれている。段取費も，アメリカ企業とは違って，
実務上で直接経費扱いしているところが多い。

１９ フリンジ・ベネフィット（fringe benefit）といえば，役員・従業員などの給与所得者に対して，給料以外に
提供される経済的な利益である。給与とは別に，従業員のモラールを向上させるためにもたれる。具体的な
利益は，カッコ内を参照されたい。

２０４０１Kはアメリカの確定拠出年金。日本型４０１Kは２００１年から始められた。
２１ Subcontractorは，内容的には，いわゆる下請（契約）業者である。
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５ CASBの CASの法的な位置づけ

許容原価と非許容原価とを記述する主要な契約条項（provisions）は，政府契約における参照項

目として組み込まれている調達規則の一部になっている。この参照項目は原価原則と呼ばれている。

原価原則は，ある種の契約に特別に合わせて作られた事前協定によって補足されている。それゆえ，

多くのアメリカ合衆国の連邦政府契約にとって，契約業者の原価が補償されるか否かは，必要とさ

れる CASに基づく会計方法に従って契約業者がいかに効果的に実行しているかにかかっている。

大企業と中小企業２２の両者，および下請企業を含む連邦政府との主契約業者への CASの適用可能

性は公法で明らかになっている。

公法１００―６７９（４１ U.S.C.４２２）は，契約業者と協力会社に CASに準拠するよう求めている。CAS

が免除される契約と下請契約には，次のものが含まれる。

１ 封印入札契約。

２ 交渉契約（negotiate contract２３）と下請契約で，５５万ドルを超えない契約。（同一セグメント

から他のセグメントへの注文は，下請契約と考えられる）。

３ 中小企業との契約と下請契約。

４ 外国政府またはその代行者（その補助機関）との主契約，または下請契約。

５ 価格が法律または規則によって設定されている主契約または下請契約。

６ 価格が決まったカタログか，一般大衆に大量に販売されていて市場価格が確立されている商品

に基づいて価格が決められる契約または下請契約。

７ アメリカ合衆国外での NATO PHM艦船プログラムに係わる協力会社。

８ アメリカ合衆国，その領域，その占領地とは全く離れた場所で契約を実行し，仕事を実施する

契約と下請契約。

９ 原価データを提示しなくても認められる固定価格契約と下請契約。

中小企業は CASのすべての契約条項から免除されるが，政府の代表者はしばしば中小企業の契

約者に対しても，CASの契約条項を含めようと試みる。何が修正または完全な CASを適用させる

要因になるかを理解し，その決定がなされたときにはその決定に従うべき対応策を取っておく必要

がある。

すべての他の契約または下請契約は一般に，完全または部分的に CASに従わなければならない。

CASの全面適用（full coverage）では，契約業者は契約の落札日に実効される１９の CAS，および CAS

の契約に従うことが要請される。次の場合に CASが全面適用される。

１ 契約業者は，これまで５千万ドルかそれ以上の単一の契約の落札を受けている。あるいは，

２ 先の原価計算期間中に正味で５千万ドルかそれ以上を受け取る契約業者。

修正適用（modified coverage）については，契約業者は次の基準―CAS４０１，CAS４０２，CAS４０５，

２２ Small businessは日本語の中小企業に該当する。
２３ Business Dictionary.comによれば，価格のみで決定される封印入札契約方式（sealed bidding contract；密封
入札契約）に対して，交渉契約方式（negotiated contract；商議契約）のことを，「競争入札というプロセスを
経ないで，契約業者と直接的な協定に基づいて行う契約」であると定義づけている。交渉契約は，日本でい
えば，随意契約と解してよい。
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CAS４０６―の適用だけを受ける。CASの修正適用は，次の場合にだけなされる。

１ 直前の原価計算期間において，純粋な CAS適用の落札で５，０００万ドル以下を受け取ったビジネ

ス・ユニットには５，０００万ドル以下での契約。

２ １つの契約が CASの修正適用で落札される場合，当該原価計算期間のビジネス・ユニットの

入札プロポーザルを落札する CASが全面適用される契約は，CASが修正適用される。ただし，

ビジネス・ユニットが５，０００ドルかそれ以上の単一の CASの契約落札を受ける場合には，その契

約は CASを全面適用しなければならない。そして，同じ原価計算期間に落札を受けるどんな契

約も，CASの全面適用を受けなければならない。

CASの修正適用の資格のある会社は，政府との契約での入札プロポーザルへの回答において修

正適用の選択（すなわち，「原価計算基準―修正契約適用範囲」という名称の FAR５２．２３０―１）を行

う必要がある。もしそのような回答がない場合，全基準の適用を受けることになる。

６ CASBによる CASの概要

CASBによる CAS（１９７２―１９８０）を，DOD DCMA２４の分類基準に従って分類してその基準のタイ

トルの内容（タイトル自体は別記２５）を掲げておこう。表１を参照されたい。

米国原価計算基準の標準フォーマット

CASの標準フォーマットは，下記のとおりである。契約業者は，標準フォーマット（表２）に

従って，必要な資料を作成する。

７ CASBの CAS，全部で１９の基準の要点の指摘

CASBの CASはすべて標準フォーマットに従っている。基準は全部で４０１から４２０まで１９の基準

（ただし，１９は欠番）が設けられている。以下では，先に述べた DOD DCMAの分類基準に従って，

各基準を考察する。

（１） 概念と原則

CAS４０１

タイトル： 原価の見積，集計，報告における首尾一貫性（consistency）

内 容： 原価の見積，集計，報告の首尾一貫性の会計処理の要請

目 的： 入札への参加申込の目的のために原価を見積もるうえで用いられる契約業者の実務は，

原価を集計し報告するために用いられる会計実務と一貫していることを保証すること。

１ 類似の取引は同じように処理する可能性を高めるべきである。

２ 信頼できる原価見積と実際原価との比較が容易にできるようにする。

２４ DOD DCMAは Defense Contract Management Agencyの略語で，米国国防総省国防契約管理局を指す。国防
省などの権威づけられた連邦政府機関に対する契約管理サービスを行う責任がある米国連邦政府機関である。
なお，DOD DCMAの DODは，原典に従った。

２５ ここではタイトルの内容を掲げた。タイトルは，後述する各基準の説明の箇所で記載する。
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次に，比較とは，

３ 原価管理の基礎を提供すること。

４ 会計責任（accountability）２６の樹立を支援すること。および

５ 原価見積の能力を評価する基準を提供すること。

必要要件２７： 入札への参加申込するための原価の見積に用いられる契約業者の実務は，原価を集

２６ 会計学において，アカウンタビリティとは，投資家を含むすべてのステークホルダーに対する報告責任のこ
とを意味する。会計責任を果たすには，会計帳簿に基づく日々の会計記録がなされなければならない。なお，
行政学や政治の世界で accountabilityは，透明性をもった報告責任を含意する。ここでアカウンタビリティは，
説明責任とも会計責任とも解釈できるが，１９７０年代当時の会計学界の常識とアメリカの会計検査院の役割に
鑑みて，会計責任を意味するものと解釈した。

表１ 原価計算基準審議会による原価計算の概要（１９７２～１９８０）

概念と原則

CAS４０１ 原価の見積，集計，報告における首尾一貫性

CAS４０２ 同一の目的で発生した原価を配賦するうえでの首尾一貫性

CAS４０５ 見積，請求，クレームにおける非許容原価の区別

CAS４０６ 原価計算期間として，会計年度の使用

原価の契約への配賦

CAS４０３ 本社費は，原因／便益関係に基づいて，組織のセグメントに配賦

CAS４０７ 直接材料費と直接労務費について，標準原価の使用

CAS４１０ ビジネス・ユニットの一般管理費の最終原価計算対象への配賦

CAS４１８ 直接費と間接費の一貫した配賦基準

原価の識別と割当て

CAS４０４ 有形固定資産の計上基準

CAS４０８ 受給権に基づく同じ会計期間に賦課すべき個人の有給休暇手当

CAS４０９ 有形固定資産の減価償却方法は，基本的に財務会計と同じ

CAS４１１ 材料の取得原価の会計基準

CAS４１２ 年金費用の構成と測定のための基準

CAS４１３ 年金費用の調整と配賦のための基準

CAS４１５ 繰延補償原価の構成，測定，配賦の基準

CAS４１６ 保険料の構成，測定，配賦の基準

CAS４２０ 独立の研究開発費の集計と配賦，および入札・プロポーザル費

貨幣コスト

CAS４１４ 設備資本の原価の一要素としての貨幣コスト

CAS４１７ 建設中の固定資産の原価の一要素としての貨幣コスト
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計し報告するために用いられる原価計算実務と一貫していなければならない。原価計算実務は，

次の領域に関して一貫していなければならない。

� 原価要素を直接費と間接費に分類する基準

� 費用負担されるか装備品契約のプロポーザルに使われる，各原価要素または機能の，間

接費のプール（pool；勘定）２８

� 間接費を契約に配賦する方法

２７ 本稿で requirementsは，必要条件ではなく，内容から，必要要件と表現すべきだと判断した。
２８ Poolは原価計算（とくに活動基準原価計算（ABC））の領域においてしばしば用いられる表現である。定訳は
ないが，一般にプールと訳出される。内容から判断すると，日本でも用いている「勘定」に相当する。プー
ルといっても一般には理解しがたいと思われるので，本稿では勘定と訳出することにした。

表２ 原価計算基準（CAS）の標準フォーマット

� 目的―会計情報の一貫性と比較可能性。

� 定義―すべては４８CFR９９０３．３０１に含まれる。

１ 基本的な要請における重要な用語

２ 特定の基準に特有な用語サブパート９９０３．３０１におけるすべての用語

はあらゆる基準に適用される。

� 基本的要請

１ 幅広い原則または実務

２ 基準の概念

� 適用業務に対する技術

１ 代替案選択の基準

２ 狭い選択の範囲

３ 基本的な必要条件を適用するための特別な環境

４ 構成上で基準間での一貫性がないこと

	 例示

１ １つの問題のみでの使用

２ 説明的で，準拠しているか否かの表明，および準拠するには何をし

なければならないかを述べるように構成されている。


 例外と実効日

１ 免除―もしあれば。

２ 実効日（すべての基準は現在では実効中）

� 補足―前文（ないし前置き）基準の一部として実施されることはない

� CASBが行ったことと行わなかったことの合理的で論理的な説明

１ 特定の基準を制定した要因

２ 意味の非公式な解釈の提供

注）Wilkins, Charles, Cost Accounting Standards, Seminar, Market Access and
FTI Consulting, Washington D.C.,２００５．
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コメント： CASの修正適用と CASの全面適用の両者に適用される。 ４８CFR９９０４．４０１

CAS４０１はすべての原価計算制度に適用される。つまり，すべての原価計算制度は，一貫し

て適用しなければならない。

日本の契約業者の留意事項： 英語で consistencyは，一貫性だけでなく継続性をも意味する。日

本の会計原則には，よく知られた「継続性の原則」がある。継続性の原則は，会計学で真実性

の原則を支える原則である。しかし，ここで用いられている consistencyは，継続性というよ

りは，契約価格算定という不正防止目的のための会計方針の変更を許容しない意味での一貫性

という意味が込められているものと思われる。継続性は一貫性を支える原則であることはいう

までもない。

オイヤー［Oyer,２０１１, p．１１５］によれば，歴史的にみると，政府との契約において，契約業

者が交渉契約において回収される原価の額を高める目的で，ある１つの会計方法から他の方法

に変えることがあったという。一例として，交渉にもとづく原価加算固定フィー（CPFF）契

約において，契約業者はある契約のプロポーザルにはある原価計算実務を採用し，契約締結後

の実務では，別の原価計算方法を適用していたことが発覚したのだという。このような事実が

背景となってこの基準が作成されたものと想定できる。

CAS４０２

タイトル： 同一の目的で発生した原価を配賦するうえでの首尾一貫性

内 容： 配賦２９の首尾一貫性

目 的： 各種の原価は，ただ一度だけ，そして一つの基準だけで３０，契約または他の原価計算

対象３１に配賦されることが要請される。原価を製品，契約，または他の原価計算対象への配賦

を決定する基準は，すべて類似の原価計算対象にとって同じでなければならない。この基準は

次のことを避けるのに役立つように制定された。

１）原価を過剰に負担させること，

２）二重計算すること。

必要要件： 最終的な原価計算対象は，他の原価が同じ状況の下で同一の目的のために発生した場

合，ある原価計算対象で直接費とした原価は他の原価計算対象でも直接費として処理しなけれ

ばならない。また，逆に，間接費として処理したら他の原価計算対象でも間接費として処理しな

くてはならない。同様のことは，契約のプロポーザルに用いられる原価の見積にも適用される。

コメント： CASの修正適用と CASの全面適用の両者が適用される。

CAS４０２はまた全体の制度にかかわる基準である。原価計算制度を通じて，同じような状況

のもとでの同じような原価は，同じように取り扱われなければならない。 ４８CFR９９０４．４０２

２９ 直接費は特定の原価計算対象（例；製品）に賦課するが，間接費は数種の原価計算対象に配分しなければな
らない。この配分のことを，配賦（allocation）という。英国では，apportionmentと表現されることもある。

３０ ある製品を生産するとき，手作業による工程ではマンレート法で，別の機械作業による工程ではマシンレー
ト法を使うことは許容されるのか。そのようなときには，当然，許容されると考えられる。

３１ 原価計算対象のことは，ドイツでは給付という。原価計算の対象のことで，CASBの原価計算基準などアメ
リカ文献では製品，サービス，プロジェクトなどが典型的な原価計算対象である。主に製品とサービスを含
意する日本の「原価計算基準」でいう給付よりは，原価計算対象の方が対象とする範囲が現代の感覚にマッ
チしていて，広い。詳細は櫻井［１９８１，pp．２１―３８］参照。
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日本の契約業者の留意事項： CAS４０１を支えている規準であり，CAS４０１と同じく，最も重視さ

れるべき規準の１つである。日本の「原価計算基準」でも，配賦基準については明確な規定が

あり，同意できる基準である。

CAS４０５

タイトル： 非許容原価の会計

内 容： 見積，請求，クレームにおいて非許容原価を区別することを契約業者に要請

目 的： ガイドラインを設定することで，契約の交渉，監査，管理および解決を促進するため。

ガイドラインには，以下のものが含まれる。

１ 特に非許容とされる原価を明確にすること，および

２ 識別された非許容原価の原価計算上の扱い。

注意：非許容原価は契約と適用される調達規則によって決定される。非許容原価には，次のも

のが含まれる。

� 交際費

� 法律で定められたロビー活動費

� 民法または刑法上の詐欺事件の予防費

� 科料または罰金

� 社交，食事，またはカントリークラブの会費

� アルコール飲料費

� 義捐金または寄付金

	 広告費


 販売促進のための費目３２

必要要件：

１ 明確な非許容原価や非許容原価であることを同意している原価を相互に識別し，その金額

を政府に対する請求金額，クレーム，またはプロポーザルから非許容原価を排除しなければ

ならない。

２ 紛争手続きによってコントラクト・オフィサー（契約担当官；CO３３）が非許容原価と判定

し，文書で通知した場合には，政府に対する請求金額，クレーム，またはプロポーザルから

排除しなければならない。

３ ある非許容原価がなければ発生しなかったであろう非許容原価と直接結びついて発生する

原価もまた，非許容原価である３４。

３２ 国との契約によって販売額が決定されるのであるから，販売促進費は，原則，非許容原価である。販売促進
費には，販売手数料，販売奨励金，広告宣伝費，交際費が含まれる。販売促進費は物流費と並んで，営業費
の１カテゴリーである。非許容原価の例示の�の交際費は販売促進費の一費目である。交際費に関しても，FAR
３１．２０５―１４に詳細な規定があることに留意されたい。

３３ 大文字で COをどう訳出するべきかは，迷ったところである。軍事関連の原価計算基準であることを勘案す
ると，commanding officerである可能性を捨てきれない。chief officerかもしれない。しかし，ここでは全体
の文脈からして，contract officerと解されるべきであろう。

３４ 分かりにくい文章であるが，これを例示すると容易に理解できよう。たとえば，接待のために必要となった
旅費は，接待自体が認められていないのであるから，許容できないということである。
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４ 契約上承認されないプロジェクトの原価は，承認された原価と容易に区分できる方法で会

計処理しなければならない。

非許容原価が間接費を配賦するための基準の一部になっている場合には，通常，非許容原価

は当該基準の一部として使い続けなければならない。

コメント： CASの修正適用と CASの全面適用がされる。 ４８CFR９９０４．４０５

CAS４０５は，非許容原価を識別・区分することに関連している。

日本の契約業者の留意事項： 日本の「原価計算基準」［太田他，１９６３，p．８５］では，非原価は，

�経営目的に関連しない価値の費消，�異常な状態を原因とする価値の減少，�税法上の損金
算入項目，�その他の利益剰余金に課する金額，からなる。表３は，原価の本質との関係で非
原価を例示したものである。

「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」（防衛庁訓令第３５号・昭和３５年５月２５日；以下，

訓令と略称する）の第４２条によれば，調達物品等の計算価格への非原価項目が列挙されている。そ

れによれば，次の４項目［防衛基盤整備協会，２０１５，pp．２３７―２６６］からなる。主要な非原価項目

のみを列挙する。

（１）経営目的に関連しない遊休設備，利子，寄付金，交際費など

（２）異常な仕損，火災，風水害，訴訟費，臨時退職手当など

（３）建設利息，貸倒損，手形割引料，調達物品に無関係の広告宣伝費など

（４）利益で支弁すべき，法人税，事業税，市町村民税，役員賞与金など

以上で，CASの基準で規定されている非許容原価，「原価計算基準」と訓令の非原価の費目

とそれぞれの関係がある程度まで明らかになったであろう。

基本的には，訓令では，日本の「原価計算基準」の非原価項目を中心にして，それに加えて，

原 価 の 本 質 非 原 価 非 原 価 の 例 示

（１） 経済価値の消費 「基準」では規定されていないが，自由財（例：
川を流れる水を工業用に使用する）の消費は
非原価。

（２） 給付に転嫁された価値 原価が給付に関連することは，いわば当然で
ある。盗難・火災による財貨の消失は非原価。

（３） 経営目的に関連する （１） 経営目的に関連しない 支払利息，有価証券評価損および売却損，経
営目的に関連しない寄付金，投資資産たる建
物の減価償却費，未稼働の固定資産の減価償
却費

（４） 正常的である （２） 異常な状態を原因とす
る価値の減少

火災，震災，盗難，争議による損失，延滞償
金，罰課金，訴訟費，固定資産売却損

（３） 税法上の損金算入項目 価格変動準備金繰入額，租税特別措置法によ
る償却額のうち通常の額を超える額

（４） その他の利益剰余金に
課する金額

法人税，所得税，市町村民税，配当金，役員
賞与金，任意積立金繰入額，建設利息償却

表３ 「原価計算基準」に列記された非の例示
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広告宣伝費などの調達物品に直接関係のないものが列挙されている。以上から分かるように，

CASにおける非許容原価 （契約価格算定という目的にとっての原価として許容されない原価）

と日本の「原価計算基準」における非原価（財務諸表の作成のために適切ではない原価）とは，

類似の名称がつかわれているものの，その内容が大きく異なることに留意されたい。

CASBの CASとの関係では，許容原価性に関して疑義が生じやすい原価に，遊休設備の契

約原価算入の問題がある。民間企業であれば企業の戦略の一環として設備投資決定を行った結

果としての遊休設備であるから，戦略の誤りとして，「原価計算基準」で非原価項目に列挙さ

れているのは当然である。他方，防衛産業では国の都合によって建設した貴重な固定資産が遊

休化することなどが問題視されることになろう。たとえば，作業量の変動や，生産上の経済性，

リストラ，生産中止など，国の防衛政策の変更によって企業がやむなく設備を遊休化せざるを

得ないことも考えられる。このような場合には，４８CFR３１．２０５―１７を参考にして最終判断す

る。

同様のことは，固定資産売却損益にも妥当する。これは４８CFR３１．２０５―１６が参考になる。

セール・アンド・リースバックの場合の処理，企業間の合併・買収の結果発生した資産の移転

などについてもまた，FARに詳細な規定があるので，参考にすべきである。

金利その他の金融費用は，DoDでは原則として非許容原価である（４８CFR３１．２０５―２０参照）。

例外として，国税・地方税との関係で許容原価とされることがあるだけである（４８CFR

３１．２０５―４１（a）（３）参照）。他方，日本の訓令では，第２９条において，調達物品等の計算価格の計

算項目に含めるとともに，７１～７３条［防衛基盤整備協会，２０１５，pp．２３７―２６６］において，利

子の計算方法を規定している。

税金については，一般に認められた会計原則に従っている限り，数項目の特定の税金を除け

ば，４８CFR３１．２０５―４１で許容原価として認められている。なお，繰延税金（非許容原価）の

ように，FARと会計原則（意見書 No．１１）とで結論が異なるものがあることに留意されたい。

CAS４０６

タイトル： 原価計算期間

内 容： 下記（必要要件）で述べる４つの限定的な例外を除いては，契約業者に原価計算期間

として会計期間を使用するよう要請

目 的： この規定の目的は，次の３つからなる。第１に，原価計算期間として使われるべき期

間を選択するための基準を提供するため。第２に，各原価計算期間内で原価の流れに変化が生

じる影響を抑制するため。第３に，契約原価測定の客観性，一貫性，検証可能性，統一性，比

較可能性を高めるため，である。

必要要件：契約業者は，原価計算期間として，会計年度（fiscal year）を用いなければならない。

ただし，次の４つの場合を除く。

１ 原価計算期間の一部にのみ存在する間接機能の原価は，当該期間の同じ部分の原価計算

対象に対して配賦される。

２ 契約業者が会計年度ではなく年次の会計期間（annual period）を用いているとき。ただ

しそれは，契約業者がビジネスを管理し統制するためにその会計年度を継続的に実施して

いて，年次の期間の適切な見越費用，繰延収益といった調整がなされていて，契約者と政
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府が相互に了解している場合に限る。

３ 移行期間。会計年度の変更が起こった時，１５か月を超えない範囲で，１年以上の移行期

間が取られることがある。

４ 配賦基準を確定するための年度と，間接費勘定における原価の集計において用いられる

期間とは，同じ原価計算期間が用いられなければならない。

コメント： CASの修正適用と完全な CASの両者が適用される。つまり，CASの修正適用であろ

うと完全適用会社であろうと，契約業者は CAS４０６を適用しなければならない［Garret, ２０１０,

p．１４４］。 ４８CFR９９０４．４０６

CAS４０６は，暦年であろうが会計年度であろうが，一貫して１２か月を適用することを前提に

している。

日本の契約業者の留意事項： 原価計算期間といえば，日本の原価計算の慣行では，１ヵ月とされ

ている。それは，原価管理のためには迅速性が必要とされるからである。では，なぜ契約原価

の算定で１年の会計期間が必要なのか。その理由は，２つあるように思われる。１つは，原価

の変動性を少なくさせるためである。とくに，製造間接費についての変動性が問題視されてい

る３５。いま１つは，契約原価の測定のために，客観性，一貫性，検証可能性を高めるためであ

る。

なお，アメリカ政府の会計年度は，４月から３月までの多くの日本企業とは違って，１０月１

日から９月３０日に終わる年度であることに留意されたい。

（２） 契約への原価の配賦

CAS４０３

タイトル： 本社費のセグメントへの配賦

内 容： 原因／便益関係に基づいて，本社費を組織のセグメントに配賦するための基準

目 的： 本社費を，受け入れセグメントの便益または因果関係に基づいて配賦するための基準

を設定する。その目的のため，

１ 可能な限り，セグメントに直接的に配賦３６するように，実務的に費用を個々に識別する

努力を行う。

２ 費用とセグメントとの関係性を反映させた基準に基づいて，比較的類似の勘定に論理的

に配賦できるように，重要なセグメントに直接的に配賦できない配賦費用を集計する。そ

して，

３ セグメントに直課できない本社費を，各セグメントに配賦する。

必要要件： 本社費は，支援活動と受入活動との間で，便益または因果関係の基準に基づいて配賦

されなければならない。

３５ 製造間接費がある月に大幅に増加することはあまり考えにくいが，ないとはいえない。原価加算契約におい
ても，原価管理の必要性はないわけではないのであるから，月次の原価管理の必要性を無視していいわけで
はないと思われる。

３６ 直接的に配賦（direct allocation）は，奇異な表現である。が，本社費は元来が直課（direct charge）の難しい
費目である。ここでは，直接的な形で配賦するという意味で捉えた。FARなどでは，本社費にも直課できる
費目があると捉えている。たとえば，本社の職員が当該契約装備品の交渉で海外に出張すれば，それは広い
意味で本社費になり，直接費としての旅費ということになろう。
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集権化されたサービス機能は，直接的に配賦できるのでなければ，各セグメントに提供され

たサービスまたは各セグメントによって受け入れたサービスに基づいて，セグメントに配賦さ

れなければならない。（たとえば，本社集中購買によって発生した本社費は，各セグメントの

注文数または注文金額によって配賦することになろう）。

スタッフまたはライン・マネジメントの費用は，直接的に配賦できないのであれば，管理さ

れる総活動を代表する基準を使って配賦すべきである（たとえば，製造活動の管理者のために

発生した製造原価）。

年金費用のような本社の支払額または見越項目は，直接的に配賦できないのであれば，給料

のような総支払額に基づく要因を代表する配賦基準を使って配賦すべきである。

最高財務責任者（CFO）のようなスタッフ・マネジメントの費用は，セグメントの全活動

を代表する基準に基づいて配賦すべきである。

コメント： CASの全面適用のみが適用される。 ４８CFR９９０４．４０３

CAS４０３は，典型的には一般管理費として扱われる本社費に適用される。

日本の契約業者の留意事項： 本社費のセグメント別配賦に関しては，可能な限り因果関係に基づ

いて配賦せねばならないことは，いうまでもない。しかし，本社費とセグメントとの間には妥

当な配賦基準が見られないことが少なくない。このようなときには，日米ともに，負担能力基

準で配賦することも行われている。貢献利益法を活用している企業は，アメリカ１１％，イギリ

ス１９％，日本１５％［櫻井，２０１５，pp．６９３―６９５］ある。しかし，契約原価の算定では，貢献利

益法は認められない。

CAS４０７

タイトル： 直接材料費と直接労務費について，標準原価の使用の基準

内 容： 標準原価計算制度の容認

目 的： 標準原価計算制度を用いることを選択する契約業者のために，原価測定と原価割当て

方法を改善するため。

必要要件： 直接材料費と直接労務費の見積・集計・報告のために標準原価が許容原価として認め

られるのは，次の条件を満たしている企業である。

１ 標準原価が会計帳簿に記帳されていること。

２ 標準原価とそれに関連した原価差異は，生産単位のレベルで，適切に会計処理されてい

ること。

３ 標準の設定と改訂，標準原価の使用，原価差異の処理に関する実務は文書で記述されて

いて，継続的に適用されていること。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４０７．

原価見積もりだけに予測尺度として利用することは許容しない。CAS４０７は特に直接労務費

と直接材料費の標準原価計算制度の利用に適用される。

日本の契約業者の留意事項： 日本の「原価計算基準」は，財務諸表への利用だけでなく，原価管

理への役立ちに重点がおかれているので，CASが目的としているところとは利用目的が異な

る。しかし，現時点で見る限り，多くの日本企業の標準原価計算はここでの要求事項はすべて

備えていると考えてよかろう。なお，日本の「原価計算基準」では，製造間接費に対しても標
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準原価の適用がなされている。理論的にもそれが許容されると考えられるが，民間の標準原価

計算とは違って契約価格算定のためには許容されない可能性がないとはいえないので，注意が

必要である３７。HPの PNWC’s Government Contract Update（Feb．７，２０１１）によれば，この規

定に関して問題が生じたことはなかったという。

清水ほか［２０１１，p．７３］によれば，約６割（５８．５％；回答企業２００社）の日本企業が標準原

価計算を採用している。日本大学商学部の調査結果［川野，２０１４，p．６１］でも，製造業に限

れば，１９９３～１９９４年調査の６４．０％（非製造業は２１．５％）に比較しても増加傾向にあり，現在で

も６８．１％（非製造業は２１．４％）の企業が標準原価計算を採用しているという。日本の「原価計

算基準」は，世界に例をみないほど適切かつ十分な規定が設けられていることから，日常の経

営活動で標準原価計算制度を利用し続けている企業は，製造間接費についても標準原価計算の

利用も許容されるべきだとの主張を堂々と行うべきである。

CAS４１０

タイトル： ビジネス・ユニット３８の一般管理費の最終原価計算対象への配賦

内 容： 一般管理費の原価計算対象への配賦

目 的： ビジネス・ユニットにある一般管理費を便益または因果関係に基づいて最終的な原価

計算対象に配賦するための基準を提供すること。

費用の最終的な原価計算対象への配賦において，客観性を高め，類似の状況における契約業

者間の原価データの比較可能性を高めるのに役立つ可能性を増やすこと。

必要要件： ビジネス・ユニットにある一般管理費は，他の間接費勘定とは区分して集計され，最

終的な原価計算対象に配賦すべきである。一般管理費勘定は，典型的な原価計算期間の全活動

を最もよく表す原価のインプット基準（すなわち，総原価のインプット，付加価値額のインプッ

ト，または単一の原価要素のインプット）によって配賦しなければならない。

セグメントによってその便益が受け取られる本社費は，一般管理費勘定に含められなければ

ならない（ただし，例外はある）。

一般管理費の定義を満足させないどんな原価も，原価のインプット以外の基準によって最も

よく測定された便益または因果関係に基づいて配賦できない限り，一般管理費の勘定に留めお

かれることもありうる。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４１０

この基準は，一般管理費を最終的な原価計算対象に配賦することを扱っている。

日本の契約業者の留意事項： 本社費を便益または因果関係に基づいて配賦すべきことは，日本の

原価計算理論と異なるところはない。問題は，ここで因果関係に基づく配賦が ABC（Activity-

Based Costing；活動基準原価計算）のみを含意して，伝統的な原価計算を許容しないかであ

３７ Rosen［２０１２，pp．１３３―１３８］では，９９０４．４０７―１０について基準の説明がなされている。しかし，製造間接費に
関する記述は見当たらない。原価計算の理論からすると，製造間接費への標準原価計算の適用は日本だけで
なくアメリカでも当然と考えられていることからすると，製造間接費を標準原価計算制度から排除すること
は考えられない。もし許容されないのであれば，精巧に作られている日本の「原価計算基準」で CASBにク
レームをつけるべきである。

３８ 事業単位（business unit；ビジネス・ユニット）は，典型的には事業部と考えてよい。戦略的事業単位（strate-
gic business unit ; SBU）は，アメリカでは頻繁に使われる用語である。

櫻井通晴

94



る。結論は Noである。理由は，以下の通りである。第１に，間接費は，負担能力主義（例；

売上高）ではなく，原価発生原因主義（例；時間，用水・電力の使用量）によるべきである。

それゆえ，伝統的な配賦よりも ABCの方が合理的である。しかし，本社費の多くには原価の

発生原因との因果関係を見極めえない原価が存在する。第２に，ABCといえども万能薬では

ない。日本でも，NECシステム建設では本社費の配賦に ABCを適用していたが，それですべ

ての問題が解決されるものではなかった。役員の給料のように税金の一種と考えざるを得ない

費目３９も存在する。第３に，ABCが提唱されたのは１９８０年代後半のことであるから，１９７０年

代に制定された CASでは ABCは想定されていなかった。

ABCに関心のある読者は，［櫻井，１９９８，pp．１―３７６；櫻井，２００４，pp．１―５０４］を参照された

い。また，アメリカにおいてどんな実務が行われているかに関心のある読者は，FARの例示

［櫻井（c），２０１５，p．５０］を参照されたい。

CAS４１８

タイトル： 直接費と間接費の区分

内 容： 直接費と間接費との区分とその一貫した配賦基準

目 的： 目的は，３つある。第１に，原価の直接費と間接費への区分の方法を改善するため。

第２に，間接費の配賦を改善するため。第３は，間費を原価勘定に集計するための規準（crite-

ria）を提供するため，である。

必要要件： 必要とされる会計方針を記述して継続的にそれに従うこと。

１ 間接費は，類似の原価勘定に集計しなければならない。

２ 間接費勘定に記入された原価は，便益または因果関係に基づいて，合理的な比率で，原

価計算対象に配賦されなければならない。

３ 間接費勘定の原価の多くが経営管理または監督に関係する費用であるときには，間接費

勘定の原価は管理または監督される活動を適切な基準に従って配賦されなければならない。

４ 経営管理または監督のための原価が重要性をもたない場合でも，その原価は資源の消費

尺度に基づいて配賦しなければならない。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４１８

日本の契約業者の留意事項： 日本の原価計算の理論と実務と全く異ならない。間接費の配賦に関

しては，日本における原価計算との違いは見られない。なお，アメリカにおいてどんな実務が

行われているかに関しては，FARの例示［櫻井（c），２０１５，p．４６］を参照されたい。

（３） 原価の識別と割当て（assignment）

CAS４０４

タイトル： 有形固定資産の資産計上

内 容： 有形固定資産の資産計上に係わる会計基準

目 的： 数期間にわたって，一貫して有形固定資産に関連する原価の測定を促進すること。

３９ 一般管理費のなかには，因果関係に基づいて配賦することが難しい費目がある。たとえば，役員給料など特
定の製品に直接的に跡付けすることが困難なものがある。そのような費目については，一種の税金と見做し
て，（売上高が大きければ，税金と同じように，売上高で負担させる）配賦方法を取らざるを得ないことになる。
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必要要件： 契約業者は，合理的で首尾一貫した方針を確立していなければならない。その方針で

は，有形固定資産の資産計上について，経済的・物理的な特徴を付与するものでなければなら

ない。有形固定資産の計上に当たっては次のガイドラインの枠組みの下でなされなければなら

ない。

条件

１ 有形固定資産の償却可能原価は，その固定資産原価から見積残存価額を差し引いたもの

でなければならない。

２ 最低の耐用年数は２年（短いこともありうる）。また，取得原価基準は５，０００ドル（低い

こともありうる）である［Oyer，２０１１，p．１１８］。

３ 契約業者は，資産計上の方針に適切なその他の特定の特徴を明示すべきである。

４ 実務的に可能な最大限，資産の識別に関する契約業者の方針を提供すべきである。

５ 資産の耐用年数を延長し，生産性を向上させるために発生した原価は，資産に計上すべ

きである（修繕費と保守費用は期間原価である）。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４０４

日本の契約業者の留意事項： 固定資産たりうるための条件は，アメリカでは５，０００ドルと，日本

とは金額が異なる（金額的に多い）ことに留意されたい。資産の耐用年数を延長した修繕費を

資産に計上する処理や修繕費，維持費の処理は，日本と異なるところはない。

アメリカ政府の契約原価計算では，一般的にいって，利子を許容原価としては許容しない。

また，財務諸表の作成目的と結びついた原価計算（たとえば，「原価計算基準」）では，機会原

価４０としての資本コストを許容することはない。しかし，契約業者にとって政府との契約ビジ

ネスの継続には固定資産と付帯設備に多額の投下資本が必要であることをアメリカ政府は十分

に了解している。この基準は，このような投資に対する機会原価としての利子の額を認識して

計量化することを許容したものである［Oyer,２０１１，p．１３０］。

一方，わが国の訓令では，すべての利子が非原価項目というわけではない４１。契約原価に含

められる利子の額の算定に関しては，総原価に利子率を乗じて計算（第７１条）している。そし

て，その利子率の算定に標準金利を適用し，経営資本に標準金利を乗じた額を期間総原価で除

して計算（第７２条）している［防衛基盤整備協会，２０１５，pp．２３７―２６６］のは，CASBの基準と

同じく，支出原価に基づかないという意味で，一種の機会原価の概念を適用しているからであ

ると解すことができよう。

CAS４０８

タイトル： 有給休暇手当（compensated personal absence）に関する会計

内 容： 受給権に基づく同じ会計期間に割り当てるべき有給休暇手当の会計

４０ 諸代替案のうちの１つを受け入れ，他を断念した結果失われる利益のことをいう。機会原価は断念した機会
の利益であるが，それには会計上の利益だけではなく，計量化は可能であるが会計上の利益とはならない便
益（benefit）も含まれる。経済学では機会費用ともいわれる。なお，機会原価をもって失われる最大利益と，
得られる最大利益との差額として捉えることもある。さらに，実務では，機会損失と表現されるが，機会損
失を原価性をもたない損失だとする説もある［櫻井（a），２０１５，p．１１６，p．４５７］。

４１ 非原価項目を限定列挙している訓令第４２条（１）の“利子”は，「経営目的に関連しない…利子…」と解され
ているようである。
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目 的： 休暇，病欠，休日などの個人の有給休暇手当の原価測定に統一性を与え，測定された

原価を適切に原価計算対象に費用負担させることを目的とする。

必要要件： 有給休暇手当の原価は，原価計算期間に割当てるか，受給権を取得した期間に割当て

るべきである。全原価計算期間にまたがる有給休暇手当の原価は，当該期間の最終的な原価計

算対象に年間ベースで比例的に配賦すべきである。

コメント： CASが全面適用される。 ４８ CFR９９０４．４０８．

この基準は一般に，一般管理費を含む間接費勘定内の原価に適用される。

日本の約業者の留意事項： 有給休暇を取得する日本のビジネスマンはアメリカのビジネスマンと

比べて極端に少ないが，有給休暇のコストも契約価格に含められることに留意すべきである。

CAS４０９

タイトル： 有形固定資産の減価償却

内 容： 有形固定資産の減価償却方法は，サービスの予期される消費を合理的に反映する限り，

財務会計と同じにすべきことの要請

目 的： 有形固定資産を，当該資産の見積耐用年数にわたって，便益を受ける原価計算対象に，

有形固定資産の原価の組織的で合理的な流れを提供すること

必要要件：

１ 償却原価は，原価計算期間に割当てなければならない。

（１） 償却原価は，固定資産原価から見積残存価額を差し引いたものである。

（２） 償却原価を割当てる会計期間を決定するためには，見積耐用年数が用いられる。

（３） 減価償却の方法は，当該資産の耐用年数にわたるサービスの消費のパターンを反映さ

せなければならない。

（４） 固定資産の処分によって認識された除却損益４２は，処分が行われた期間に割当てなけ

ればならない。

２ 当該年度の償却費は，原価計算対象に配賦しなければならない。

（１） 減価償却費の測定が利用にもとづいて行なわれ，類似の目的のために用いられたすべ

ての類似の資産の原価が同じ方法で費用負担させられる場合に限って，減価償却費は原価

計算対象に費用負担される。

（２） 有形固定資産が１部門で機能し，その固定資産の原価（減価償却費）が，当該部門に

よって提供されるサービスの測定値に基づいて他の原価計算対象に費用負担させられるの

であれば，

� １または２で述べた方法で原価が費用負担されなければ，適切な製造間接費勘定に含め，

� その製造間接費勘定に含められた損益は，減価償却費と同じ方法で原価計算対象に配

賦しなければならない。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４０９

CAS４０４と CAS４０９は，有形固定資産の資産計上とその資産の減価償却について規定してい

４２ 損益と表現したが，CAS４０９では経常的な損益を表す profit or lossではなく，固定資産の売却や処分に伴って
生じる gain or lossの訳語である。ここでは，固定資産の除却損益を意味する。
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る。これらの資産は一般管理費を含む間接費勘定を通じて保有し，利用し，業務活動に費用負

担させられる。それゆえ，CAS４０４と CAS４０９は原価勘定によって費用の流れを確認すること

ができる。

日本の契約業者の留意事項： 日本企業では，見積耐用年数は，通常，税法に従って会計処理され

ている。日本とは違って，アメリカでは確定決算主義を採用していない。しかし，この基準は

日本の減価償却の慣行と矛盾するところはない。

CAS４１１

タイトル： 材料の取得原価の会計

内 容： 材料の取得原価の会計基準

目 的： 材料費の原価計算対象への測定と割当ての方法を改善すること

必要要件： 契約業者は，材料費の集計と配賦のための会計方針を記述した文書を保管し，継続的

にその方針を適用しなければならない。

１ 原価計算対象が特に購入時，またはユニット別の材料を使用した生産時に，材料の範疇

のユニット別の原価が識別できるのであれば，原価計算対象に直接的に費用負担４３させる。

２ 間接機能だけをもって使われているか，あるいは生産の主要な要素ではない材料費４４は，

間接費勘定に含められる（重要でない場合には，消費されなかった間接材料費は期末に資

産勘定４５に振り替えられるべきである）。

３ ユニット部品の原価は，材料勘定で会計処理される。

４ 棚卸資産から庫出しされる材料の原価計算方法は，次の方法のうちの１つによらなけれ

ばならない。それは，先入先出法，後入先出法，加重平均法，移動平均法，および標準原

価計算法である（９９０４．４１１―５０）。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４１１

CAS４１１は材料の取得に適用される。

日本の契約業者の留意事項： この基準が制定された時には後入先出法が認められていたものの，

後入先出法（last-in First-our method）は現在，国際財務報告基準（IFRS），日本の会計基準の

いずれでも認められていない。要するに，後入先出法は，現時点において，米国を除く世界の

主要国においては GAAP４６（一般に認められた会計原則）として認められていない。オイヤー

［Oyer，２０１１，p１２６］によれば，この基準では，年次 LIFO調整法（annual LIFO adjustment

method）は認められないという。なお，４８CFR９９０４．４１１では，現時点でも後入先出法が許容

されている。

CAS４１２

タイトル： 年金費用の構成と測定

４３ 原典では直接配賦させる（directly allocated）と表示されているが，配賦はいくつかの原価計算対象への原価
の割り当てであるから，論理矛盾である。そこで，“直接的に配賦”させるとした。

４４ 典型的には，釘やニカワなどがある。
４５ 日本では，貯蔵品勘定に振り替えられる。
４６ GAAPは一般に認められた会計原則（Generally Accepted Accounting Standards）の略語。アメリカでは，APB
や FASBの会計基準を指す。
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内 容： 年金費用の会計と原価計算に関する基準

目 的： 年金の構成要素を決定し測定するための指針を提供すること。

必要要件： 定義づけられた年金給付（benefit）プランの原価は４つある。それは，通常の年金原

価，未拠出の保険統計上の負債の一部，未償却の負債分に関する利子相当額，および保険統計

上の損益に対する調整額である。

１ 定義づけられた保険料支払の計画に対して，原価は必要な正味の保険料である。

２ 定義づけられた給付計画の原価測定において，上述の４つの構成要素のそれぞれを別個

に測定するためには，保険統計（年金数理計算）上の原価法の利用が必要である。

３ 一原価計算期間のために計算される原価は，当該期間に割当てできる原価だけであり，

年金資産が清算に追い込まれたか実際に清算が実施される場合に限り，原価計算対象に配

賦することができる。

コメント： CASが全面適用される。 ４８CFR９９０４．４１２

日本の契約業者の留意事項： CASBは１９８０年には基準制定の作業を停止しているが，いわゆる４０１

Kが歳入法によってアメリカで認められたのが１９７８年で，最初の４０１Kが制度として動き出し

たのは１９８０年であった４７。一方，日本で，いわゆる日本型４０１Kとして確定拠出型年金制度が始

められたのは，２００１年からである。日本との比較には，「企業会計基準」第２６号「退職給付に

関する会計基準」（改正２０１２年５月１７日）が参考になる。

CAS４１３

タイトル： 年金費用の調整と配賦

内 容： 年金費用の調整と配賦のための基準

目 的：１ 年金原価の会計における統一性と一貫性を高めるため。

２ 保険統計上の損益を測定することによって，年金原価を原価計算期間に調整するための

指針を提供するため。

３ 年金原価を組織体のセグメントに配賦する基準を提供するため。

必要要件： 保険統計上の損益は年次に計算され，評価が行われる原価計算期間とその次の期間に

割当てられなければならない。

１ すべての年金資産の価値は，資産評価法によって決定されなければならない。資産評価

法にあっては，未実現の上昇額と年金資金における資産の市場価値の減少額を考慮に入れ

なければならない。

２ 年金原価は，年金計画への参加者がいる各セグメントに配賦しなければならない。

コメント： CASが全面適用される。しかしながら，参考に「個人サービス報酬」原価原則がこ

の基準には含まれ，コンプライアンスが必要となる。 ４８CFR９９０４．４１２

４７ 敢えて年度を明示したのは，４０１Kがこの基準に勘案されているかを確認するためである。私的なことで恐縮
であるが，筆者は１９８３年から１９８４年にかけて，バージニア工科大学（VPI）に留学した。終了間際，サスクエ
ハナ大学の学部長から，半年間，日本の会計・会計について，経営関係の教授に，月１回ずつ講義をして欲
しいとの依頼を受けた。専修大学の学長の許可を得て，半年近く滞在したが，あるとき，当該学部長から，
年金会計を研究してみないかとの誘いを受けた。ただ，保険論や財務会計の研究者ではない筆者にとっては，
管理会計の研究の方が魅力がありすぎた。４０１Kが優れた研究領域であると知ったのは，１５年以上あとのこと
であった。
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日本の契約業者の留意事項： ２０１０年の後半，CASBは CAS４１２と CAS４１３の要請を年金保護法と

調和させるための作業に入った［Oyer, ２０１１, pp．１２９―１３０］。提案された CASの修正は，年金

保護法と CASに許容されている金額とのギャップを狭めると考えられている。

CAS４１５

タイトル： 繰延報酬４８原価に関する会計

内 容： 繰延報酬原価の構成，測定，配賦の基準

目 的： 繰延報酬原価が統一的で一貫した方法で原価計算対象に配賦される確率を増大するた

め。とくに，繰延報酬により年金債務が発生するので，適切な会計期間への原価の割当てとい

う課題が生じることに留意すること。

必要要件： 繰延報酬原価は，契約業者が従業員に報酬を支払う義務が発生した原価計算期間に割

当てるべきである。

１ 支払に先だって義務が発生しない場合には，繰延報酬原価は支払われた金額でなければ

ならない。また，支払いがなされた期間に割当てられなければならない。

２ 原価の金額の測定は，契約業者によって支払われるべき将来の便益の現在価値４９でなけ

ればならない。

３ （従業員に対する）それぞれの給料は，グループ別の測定基準が相当正確でなければ，

個別に考慮されなければならない。

コメント： CASが全面適用される。しかしながら，「個人のサービスに対する報酬」の原価原則

がこの基準に含まれ，コンプライアンスに従うことが必要になる。 ４８CFR９９０４．４１５

この基準は，一般に一般管理費を含む間接費勘定を通じて振り替えられる繰延報酬の会計に

対する基準に関係する。

日本の契約業者の留意事項： Deferred compensationは，一般論として，従業員が実際に稼得し

た後に，所得の一部を将来に繰り延べて支払われる取決めを意味する。繰延報酬制度には，年

金，退職金制度，ストックオプションが含まれる。繰延報酬制度を採用することの利点は，従

業員が実際に所得を得る時まで税金が繰り延べられることにある。

典型的には，主に高給取りの役員などが課税の繰り延べのために，給料を数年後に受け取る

ようなときに問題が生じる。日本では，アメリカとは違って法外な給料を受け取ることは少な

い。この件に関して国税庁に問い合わせたが，明確な返事を頂けなかった。退職金は日本で一

般的であるが，多額な報酬を得ているアメリカの会社役員は，節税のために給料を繰り延べる

ということは十分にありうることである。

オイヤー［Oyer,２０１１, p．１３１］によれば，繰延報酬制度では，しばしば契約の失効が生じる

ことがあるという。そのような場合には，当然のことながら，計算のやり直しが行われる。

CAS４１６

タイトル： 保険料に関する会計

４８ 退職金制度と類似するところはあるが，高級役員に対する繰延報酬制度は，アメリカとは違って日本では浸
透度が低い。繰延報酬制度は，何年後かにもらえる報酬制度である。詳細は専門書に譲りたい。

４９ DCF（割引キャッシュフロー法）による計算が前提とされている。
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内 容： 保険料の構成，測定，配賦の基準

目 的： 保険料は，統一的で一貫した方法で原価計算対象に配賦される。

必要要件： 原価計算期間に割当てられるべき保険料の金額は，一期間に予測される平均損失額に

保険管理費を加算したものである。

１ 保険が特定の最終的な原価計算対象のために特別に購入され，原価計算対象に直接的に配

賦５０されない限り，購入保険料のどんなプレミアムも，保険証券（policy）でカバーされ

る期間に比例配分されなければならない。

２ 保険料の原価計算対象への配賦は，その便益か因果関係に基づいて行われなければならな

い。

コメント： CASが全面適用される。しかし，「保険料と補償金」の原価原則は，自家保険を希望

する契約業者について，この基準に準拠することが必要である。 ４８CFR９９０４．４１６

CAS４１６は，間接費勘定における原価にも適用される。ただし，ほとんどの保険料は配賦さ

れる。

日本の契約業者の留意事項： 契約原価として許容されない保険料については，FAR３１．２０５―１９に

規定されている。さらに，その詳細については，４８CFR９９０６．４１６（保険料に関する会計）を

参照されたい。なお，ここで CFRは，Code of Federal Regulationsの省略語。自家保険５１の扱

いは，この規定によることになろう。

CAS４２０

タイトル： 独立の研究開発費と，入札とプロポーザル費のための会計

内 容： 独立の研究開発（research and development ; R&D）と，入札とプロポーザル（bit &

proposal ; B&P）５２費のための会計

目 的： 研究開発費と入札とプロポーザルの原価配賦を改善するため

必要要件： 研究開発と参加申込の原価の識別と集計の基本的単位は，個々の研究開発と入札とプ

ロポーザルの原価は，プロジェクトに負担させなければならない。

１ 個々のプロジェクトは，一般管理費を除いて，すべての配賦可能な原価からなる。

２ 研究開発と入札とプロポーザルの原価勘定は，一般管理費を除いて，プロジェクトの原価

とその他の許容原価からなる。

３ 本社における研究開発と入札とプロポーザルの原価勘定は，便益または因果関係に基づい

５０ 直接的な配賦（directly allocate）は，先に述べた通り，配賦自体が間接的であることから，奇異に感じられ
る。予算の編成では間接費は全体で配賦率を算出する。ここでは，原価計算対象に直接的に配賦するケース
だと解した。

５１ 日本では，保険会社が保険の仕組みを作ると考えられているが，アメリカでは，会社が自分たちで保険を作
ることが可能である。TPPへの加入は，近い将来，日本での自家保険の増大に結びつく可能性もありそうで
ある。

５２ CAS４２０に関して，９９０４．４２０―３０定義（２）によると，Bid & proposalとは，入札とプロポーザル（日本語で“入
札と提案”ではあいまい過ぎる。内容から判断して，参加申込の訳語もあるが，入札の参加申込書を意味し
ている。プロポーザルが日本語にもなっており，分かりやすいかもしれない）とある。これはその参加申込
書を準備・提出・支援するために発生した原価であって，グラントまたは契約の遂行を要請されない場合を
除く，と解釈することができよう。FAR Part３１．２０５―１８によると，入札とプロポーザルの費用とは，入札とプ
ロポーザルを準備し，提出し，支援するためのコストであるという。
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てセグメントに配賦されなければならない。

４ ビジネス・ユニットの研究開発と入札とプロポーザルの原価勘定は，便益または因果関係

に基づいて，その最終的な原価計算対象に配賦されなければならない。

５ 一原価計算期間において発生した研究開発と入札とプロポーザルの原価は，他の期間に負

担させてはならない（ただし，研究開発には例外が適用される）。

コメント： CASが全面適用される。しかしながら，「研究開発と入札とプロポーザルの原価」の

原価原則は，多くの基準に準拠することが必要とされる。 ４８CFR９９０４．４２０

日本の契約業者の留意事項： 独立の研究開発費と入札とプロポーザル費の規定は，FAR ３１．２０５−

１８を参照されたい。CASを補足するような形で FARで詳細に規定されている。

Public Contracting Instituteによると，旅費で特定の契約と識別できるものは契約に対して

直接費として扱っている企業があるが，そのような企業では，特定の研究開発費と契約に直接

係わるものであれば，直接費として扱わねばならないとしている。

この基準は，日本の契約業者にとって，独立の研究開発費と契約の入札プロポーザル費を同

じ基準のなかで扱うことが理解しがたいと感じる経営者がいるかもしれない。この点に関して，

CASBのパンフレットのコメントによると，研究開発費も入札とプロポーザル費も一般管理費

に類似する性格をもつことから両者を一緒に扱ったのであるという。

（４） 貨幣コスト

CAS４１４

タイトル： 設備資本の原価の一要素としての貨幣コスト５３

内 容： 完成した有形固定資産と無形固定資産で償却対象になる貨幣償還基準の不明確な貨幣

コスト

目 的： 契約業者による設備資本への原価を，交渉中の契約に配賦することによって，原価測

定を改善するため。

必要要件： 設備資本に対する貨幣コストを計算するために用いられる投資基準は，契約原価の目

的のために用いられる会計データから計算されなけばならない。

１ 貨幣コスト率は，公法９２―４１に準じて財務長官が決定した率に基づかなければならない。

２ コミテッド・ファシリティ５４の貨幣コストは，各原価計算期間に計算された貨幣要因の設

備貨幣コストを使って，契約ごとに個別に計算しなればならない。

コメント： CASが全面適用される。しかしながら，貨幣コストを許容性のあるものにするため

には，「貨幣コスト」原価原則はこの基準にコンプライアンスを要請している。

４８CFR９９０４．４１４

日本の契約業者の留意事項： この基準の意味を例示しよう。一会計期間に，建設費１００万ドルの

建物を建てたとしよう。当該期間中の平均建築費５５は５０万ドルである（１００／２＝５０）。利子率

５３ 最近では，貨幣コストというと資本コストと混乱しそうである。しかし，ここで cost of moneyは金利など文
字通り貨幣のコストを意味する。設備の建設にかかった金利を建設費に含めるという一般的なことを述べて
いると解釈した。

５４ Committed facilityは，銀行が一定の限度まで特別の利率で資金を貸し出すことを意味する。ここでは commit-
ted facilityであるが，その意味でのコミッテド・ファシリティを意味すると解した。
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を８％とすれば，４万ドル（５０×４）を固定資産の原価に含めるべきだということである。こ

れは，財務会計基準第３４号（FAS No．３４）に従ったものである［Oyer,２０１１, pp．１３２―１３３］。

日本では，訓令において，第７１条から第７３条にかけて，利子の計算方式が記載されている［防

衛基盤整備協会，２０１５，pp．２３７―２６６］。それによれば，利子＝総原価５６×利子率で算定される。

利子率は，次式で算定される。

利子率＝（経営資本×標準金利）／期間総原価×１００

契約業者は，CASの条項，FAR５２．２３０―２，CASを含むすべての契約を記録する内部システ

ムを導入すべきである。その記録システムには，契約番号，落札日，契約金額，契約の種類が

含まれる。契約業者は，先に述べた CAS規準に照らして，定期的にモニターしなければなら

ない。

CAS４１７

タイトル： 建設中の固定資産の原価の一要素としての貨幣コスト

内 容： 建設中の固定資産のための貨幣コストの資産計上

目 的： 建設中の資産への契約業者による投資コストの認識を高めることによって原価測定を

改善すること。また，資産の取得原価会計における統一性を高めるため。

必要要件： 契約業者が自分で利用するために建設中，製造中，または開発中の有形・無形の固定

資産投資に適用できる貨幣コストは，そのような資産の取得原価に含めなければならない。

１ 貨幣コスト率は，公法９２―４１に準じて財務長官が決定した率に基づかなければならない。

２ 代表的な投資額は，建設中，製造中，または開発中の資本資産ごとに，建設費が発生した

ときの貨幣コスト率を適切に考慮して，毎期に決定しなけれなけれならない。

コメント： CASが全面適用される。しかしながら，貨幣コストを許容性のあるものにするため

に，「貨幣コスト」原価原則はこの基準にコンプライアンスを要請している。

４８CFR９９０４．４１７

CAS４１４と４１７は，固定資産の正味帳簿価額に関する貨幣コストと連動している。

日本の契約業者の留意事項： CAS４１７は，CAS４１４と類似しているが，CAS４１７では契約業者自

身のための建設，製造，開発中の資産に適用されるもので CAS４１４と異なる。国防省との関係

５５ たとえば，投資利益率というとき，総投資利益率の他，平均投資利益率が使われることがある。

上図は，平均投資利益率の論理である。同様の論理は，建築費にも当てはまるであろう。なお，FAS No．３４
は利子の資産計上（interest capitalization）の条項である。

５６ 純粋に理論的に考えれば，利子は投下資本から発生するのであって総原価から発生するわけではないから，
ムリ筋である。日本国内であれば，以心伝心でその正当性を証明できる理由をムリにでも理解しようとする。
しかし，欧米との防衛装備品の共同開発をしているとき，欧米人からこの算式の論理を質問された時には，
何と回答すべきであるか？１つの回答は，ここでいう利子は機会原価として用いられているという説明であ
る。いま１つは，利子とは呼ばないで，新たな名称を与えることである。いずれにしても，議論の余地があ
るし，また検討の余地のある問題であるように思われる。
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では，DFAR-S５７２３０．７１は，契約業者の経験がイレギュラーな支出パターンである場合の典型

的な投資に関する指針を提供している。

まとめ

本稿の目的は，CASBの CASによって制定された原価計算基準の現代的な意義と役割，歴史的

変遷，「原価計算基準」との関係，および DFAR-S・日本の訓令との関係を考察することが目的で

あった。しかし現実には，１９８０年代以降において契約原価算定に果たす CASBの地位の低下と FAR

の役割の増大を考えると，CASだけを研究対象にするのではなく FARとの関係や IFRSとの関係

にも触れなければならない。さらには，CASBの CASに対応されるべき防衛省の訓令，DFAR-Sと

の関係で，CASの意義や役割を議論する必要もある。このようにして執筆されたのが本稿である。

その中心的な課題は第７節の CASBの CASにあり，CASの基準の解釈に最も多くのページが充て

られている。

本稿が，政府との契約を実施している，または実施しようとしている企業と，政府の契約担当官

にとって何らかの価値をもつのであれば，筆者の最大の慶びとするところである。なお，本稿でも

しばしば触れてきた FARの意義，役割，主要な条項などについては，櫻井（c）［２０１５，pp．３９―５８］

を参照されたい。
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